
 

 

 

 

 

第１回所沢市放課後児童対策協議会 

 

会 議 録  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年７月２８日 



 

 

様式１号 

会 議 録 

 

会 議 の 名 称 令和５年度第１回 所沢市放課後児童対策協議会 

開 催 日 時 
令和５年７月２８日（金） 

午後２時３０分から 午後３時４０分まで 

開 催 場 所 市庁舎 低層棟２階 ２０２会議室 

出席者の氏名 （会議録別表１）のとおり 

欠席者の氏名  高田 美智子 宮寺 敏雄 関根 祐一 

説明者の職・氏名  

議 題 

（１） 諮問事項及び所沢市放課後こども健全育成基本方針に

ついて 

（２） その他 

会 議 資 料 

（１）所沢市放課後児童対策協議会 名簿 

（２）所沢市放課後児童対策協議会条例 

（３）所沢市放課後こども健全育成基本方針 

（４）諮問書（写） 

担 当 部 課 名 

こども未来部青少年課 

 

こども未来部長    市來 広美 

 

青少年課  課 長  榎本 崇義 

主 査  猪合 拓馬    

主 任  菊地 恭平 

主 任  松尾 果林 

 

   電話 ０４（２９９８）９１０３ 

 



 

 

（会議録別表１） 

 

所沢市放課後児童対策協議会委員 名簿 

 

 

 
種別 名前 

出欠席

状況 
所属等 

1 

(1)公募による市民 

大西 奈緒 出席 公募 

2 多幡 小百合 出席 公募 

3 

(2)関係団体の代表者 

高田 美智子 欠席 
民生委員・児童委員連合会 

（吾妻地区会長） 

4 渡邉 雄太 出席 
ＰＴＡ連合会 

（美原小学校ＰＴＡ会長） 

5 宮寺 敏雄 欠席 所沢市スポーツ協会 

6 髙田 俊一 出席 所沢市文化団体連合会 

7 喜多濃 定人 出席 
放課後児童健全育成事業者 

（社会福祉法人光輪会） 

8 
(3)知識経験を有する

者 

小沢 貞泰  出席 知識・経験者 

9 笹井 宏益  出席 玉川大学学術研究所特任教授 

10 
(4)所沢市立小学校の

校長 
関根 祐一 欠席 

所沢市立小中学校校長会 

（所沢市立北小学校長） 
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様式第２号 

発言者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 開 会  

 

２ 委嘱状交付 

 市長から、出席委員７名に委嘱状を交付した。 

 

３ 市長あいさつ 

 

４ 委員紹介 

 各委員が自己紹介を行い、その後、事務局職員が自己紹介を行った。 

 

５ 正副会長選出 

 委員から次のとおり推薦があり、各委員から承認され、決定した。 

会 長  笹井 宏益 委員 

副会長  小沢 貞泰 委員  

 

６ 諮問 

 諮問書「所沢市放課後こども健全育成基本方針における重点事業への提

案について」を、市長から笹井会長へ渡した。 

 

□ 会議成立の報告 

出席委員が、委員総数の過半数を超えていることを確認し、会議が成立

したことを報告した。 

 

□会議の公開・非公開について 

会議は原則公開とし、傍聴者数を先着１０名に決定した。 

 

□会議録の作成について 

要約筆記とし、発言した委員名は掲載しないことに決定した。 

会議録は、会長が内容を確認したうえで確定し、公開とする。 

 

□ 傍聴者確認（０名） 

 

□ 会議資料の確認 
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事務局 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 議事 

（１）諮問事項及び所沢市放課後こども健全育成基本方針について 

資料３・資料４に基づき、諮問事項について説明した。また、資料３

に基づき、所沢市放課後こども健全育成基本方針策定の背景や概要、基本

理念についてと、重点事業について説明した。 

 

市長から諮問された「所沢市放課後こども健全育成基本方針における重

点事業への提案について」について、今後５回の会議で審議等を行い、答

申書を作成する。また、所沢市放課後こども健全育成基本方針の６つの重

点事業について、進捗管理を行い、事業が効果的に展開されていくように

提案を行う。 

 

議事（１）の内容については、何か質問等があるか。なければ議題（１）

については以上とする。 

 

（２）その他 

①「子ども・子育て会議」の報告 

令和５年度の第１回子ども・子育て会議が５月３０日に開催されたの

で、本協議会を代表して出席した。 

議事は２点あり、１点目は「第２期所沢市子ども・子育て支援事業計画

における各事業の進捗状況報告」、２点目は「子どもの意見聴取方法に関

する意見交換」を行った。 

１点目の進捗報告では、令和４年度の各事業の進捗状況について各事業

の担当から報告があった。その中で放課後児童健全育成事業が令和４年度

末までに令和５年度へ向けて行った取組としては、 

・公設児童クラブが学校施設を放課後に活用するための施設整備を行い、

既存クラブの受入定員を増やしたクラブが計３クラブ 

・民設民営児童クラブでは新設したクラブと定員拡大をしたクラブの計２

クラブ 

結果として、令和４年度当初と令和５年度当初を比較すると、計１７０

名分の定員が増えたことの報告があった。 

 

 ２点目の子どもの意見聴取方法について、様々な立場から選出されてい

る委員同士で意見交換を行った。 

一言で「子どもの意見徴取」といっても小学校低学年から中高生と幅広

い世代から意見を聴くことになるので、それぞれのステージの特性に応じ
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事務局 

 

 

 

会長 

 

委員 

 

委員 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

副会長 

 

 

 

 

 

 

 

て意見聴取をしていくのはどうかと意見交換が進んでいった。 

 大人の会議等では原則１人１回質問をすることが多いが、子どもの場

合、後になって気が付いた、友達と話している中で気が付いたこともある

だろうから、大人の物差しではなく子どもの目線に立ち、何度でも意見を

出せるようにしてはどうかと意見を出した。 

次回は８月２９日(火)に開催予定と伺っている。 

以上で、第１回子ども・子育て会議の報告を終わりとする。 

 

②今後のスケジュールについて 

第２回の協議会は１１月を予定しており、第３回は２月を予定してい

る。具体的な日時が決まり次第、通知する予定である。 

 

今後のスケジュール等について、何か質問があるか。 

 

スケジュールの日程は、なるべく早めに教えて欲しい。 

 

事務的な話が長く、委員も意見等の発言をできていない。全６回あるの

で、今後５回で議論をしようということなのかと思うが、せっかく時間を

かけて集まっているのに何も話し合わないでお終いではもったいなく感

じる。質問が出なければ終わりではなく、実質的な意味を持たせられるよ

うな場にしたいと思うがいかがか。 

 

こういった会議では議論のテーマが決まっていてそのテーマに沿って

議論を進めていくのが通例であるが、本日は第１回ということもあり、オ

リエンテーション的な位置づけであり、現時点で議論のテーマが決まって

いない以上は委員に議論を交わしてもらうことはできない。第２回以降に

議論はお願いしたいと考えている。 

 

 議事１が終わった時点で質疑応答の時間が設けられていたが、最初の会

ということもあり、今日は何を質問していいかわからない委員もいたので

はないかと思う。 

事務局から説明があったが、市長から諮問された「こういったことに意

見をください」ということに対して協議会から答申という形で提出をす

る。 

その答申を作成するために今後議論を重ねたり、場合によっては現場に

視察へ行く等して、自分たちの意見をまとめていくということがこの協議
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事務局 

 

 

事務局 

 

 

会の意義であると考えている。 

普段感じていること等の意見はこの諮問と答申の内容からずれてしま

うことは起こり得る。そうした意見をどう工夫して答申に盛り込んでいく

かを委員の皆様には考えていってほしいと思う。 

委員には、会議の時間帯に精一杯取り組んでいただきたいと考えている

が、時間があるようであれば、資料３の重点事業６事業については目を通

しておくといいと思う。 

 

重点事業２のほうかごところと重点事業３に記載のある放課後子供教

室の違いがわからなかったため、説明をしていただきたい。 

 

 放課後子供教室というのは全国的な事業名であり、所沢市内でいう「ほ

うかごところ」と同一の事業を指す。放課後児童クラブとは異なり、全児

童が参加できる事業。また、放課後児童クラブは保育の場であり、放課後

子供教室は見守りの事業であるところが異なる点である。 

 では、なぜ同様の事業が２つの重点事業に分けられているかについて、 

重点事業２は学校教育課が管轄している「ほうかごところ」１０校の事業。

重点事業３は中富小学校で実施している「中富ほうかご広場」と「中富小

児童クラブ」放課後２事業の一体運営という事業と、重点事業２の「ほう

かごところ」と放課後児童クラブの連携を進めていく事業のことで、青少

年課が管轄している。 

以上のような区分けとなっている。 

 

ほうかごところを実施しているのは具体的にどこの小学校か。 

 

所沢・北・松井・清進・明峰・若松・北秋津・若狭・林・南小学校の１

０校と中富小学校の計１１校で実施している。 

 

 以上で、本日の議事を全て終了する。 

 

 ～閉会～ 

 

 


